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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

      （諸般の報告） 

日程第 ３ 議案第５８号 美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例制定について 

日程第 ４ 議案第５９号 美幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

日程第 ５ 議案第６０号 美幌町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制 

定について 

 日程第 ６ 議案第６１号 令和４年度美幌町一般会計補正予算（第１０号）について 

 日程第 ７ 議案第６２号 令和４年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

号）について 

日程第 ８ 議案第６３号 令和４年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

号）について 

日程第 ９ 議案第６４号 令和４年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）に 

ついて 

 日程第１０ 議案第６５号 令和４年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第２号） 

について 

 日程第１１ 議案第６６号 令和４年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１ 

号）について 

 日程第１２ 議案第６７号 令和４年度美幌町水道事業会計補正予算（第１号）につい 

て 

 日程第１３ 議案第６８号 令和４年度美幌町病院事業会計補正予算（第３号）につい 

て 
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議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

３番 大 江 道 男 君 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 
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教 育 委 員 会        
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  監 査 委 員        髙 木   清 君   
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○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        小 室 保 男 君 

町民生活部長 関   弘 法 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        後 藤 秀 人 君 建 設 部 長 那 須 清 二 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        志 賀   寿 君 

会 計 管 理 者        田 中 三智雄 君 総 務 課 長 斉 藤 浩 司 君 

危機対策課長 弓 山   俊 君 政 策 課 長 沖 崎 寿 和 君 

財 務 課 長 吉 田 善 一 君 町民活動課長 佐久間 大 樹 君 

戸籍保険課長 佐々木   斉 君 税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 

社会福祉課長 水 上 修 一 君 保健福祉課長 中 尾   亘 君 

農林政策課長 橋 本   勝 君 耕地林務主幹 伊 藤   寿 君 

みらい農業課長 午 来   博 君 商工観光課長 影 山 俊 幸 君 

建 設 課 長 森 口 尚 博 君 建 築 主 幹 宮 田 英 和 君 

環境管理課長 鶴 田 雅 規 君 上下水道課長 石 山 隆 信 君 

病院総務課長 以 頭 隆 志 君 地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 

事務連絡室次長 横 山 聖 二 君 教 育 部 長 遠 藤   明 君 

監査委員事務局長 遠 國   求 君 監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君 

 

○議会事務局出席者 

  

事 務 局 長 遠 國   求 君 次 長 小 室 秀 隆 君 

議 事 係 長 高 田 秀 昭 君 庶 務 係 長 村 田   剛 君 

庶 務 係 金 子 未 准 君   
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午前１０時００分 開議   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、令和４年

第１０回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１２番松浦和浩さん、１３

番馬場博美さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月２４日、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 〔登壇〕 令和

４年第１０回美幌町議会臨時会の開会に当

たり、去る１１月２４日、議会運営委員会

を開催しましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、条例改正

３件、補正予算８件であります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げて、議会運

営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

信しておりますので、御了承願います。 

なお、大江議員、所用のため欠席の旨、

届出がありました。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から本臨時会

に提出しております案件について、概要説

明をしたいとの申出がありますので、発言

を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 本日、
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ここに令和４年第１０回美幌町議会臨時会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、提出案件の概要について

御説明を申し上げます。 

条例の改正について。 

議案第５８号及び議案第５９号について

は、令和４年度の人事院給与勧告に基づく

特別職の国家公務員及び一般職の国家公務

員の給与改定に準じて、美幌町議会議員及

び美幌町長等の期末手当の支給割合を改定

しようとするものであります。 

議案第６０号については、令和４年度の

人事院給与勧告に基づく国家公務員の給与

改定に準じて、職員の給料表の水準を引き

上げるとともに、期末手当及び勤勉手当の

支給割合などを改定しようとするものであ

ります。 

令和４年度各会計補正予算について。 

一般会計につきましては、職員の給与改

定及び会計間異動に伴う人件費の補正のほ

か、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用した農業生産資材の価

格高騰に対する支援事業の増額を行おうと

するものであります。 

特別会計、企業会計につきましては、一

般会計と同様に、職員の給与改定及び会計

間異動に伴う人件費の補正などを行おうと

するものであります。 

なお、細部につきましては、後ほど担当

部長より御説明を申し上げますので、御審

議の上、原案に御協賛を賜りますようお願

い申し上げまして、提出案件の概要説明と

いたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第５８号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

５８号美幌町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の５ペ

ージになります。 

議案第５８号美幌町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の２ペー

ジをお開き願います。 

資料１、議案第５８号関係。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、令和４年度の

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

に準じまして、美幌町議会議員の期末手当

の支給割合を変更しようとするものであり

ます。 

改正内容でありますが、期末手当の年間

支給割合を３．２５月分から３.３月分へ

０.０５月分を引上げいたします。 

令和４年度は、６月の期末手当を支給済

みでありますので、１２月の期末手当を０.

０５月分引上げ、令和５年度以降は、６月

及び１２月の期末手当をそれぞれ０.０２５

月分引上げいたします。 

参考資料３ページに条例の新旧対照表を

掲載しておりますので、御参照いただけれ

ばと思います。 

施行日は記載のとおりであります。 

以上、議案第５８号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 
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これから、議案第５８号美幌町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第５９号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

５９号美幌町長等の給与等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の６ペ

ージになります。 

議案第５９号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の４ペー

ジをお開き願います。 

資料２、議案第５９号関係。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例制定について。 

改正目的でございますが、議案第５８号

と同様、令和４年度の人事院勧告に基づく

国家公務員の給与改定に準じまして、町

長、副町長、教育長の期末手当の支給割合

を変更するものであります。 

改正内容でありますが、期末手当の年間

支給割合を４.３月分から４.４月分へ０．

１月分を引上げいたします。 

令和４年度は、６月の期末手当を支給済

みですので、１２月の期末手当を０.１か月

分引上げ、令和５年度以降は、６月及び１

２月の期末手当をそれぞれ０.０５月分引上

げいたします。 

参考資料の５ページに条例の新旧対照表

を掲載しておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 

施行日は記載のとおりであります。 

以上、議案第５９号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５９号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第６０号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

６０号美幌町職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例制定についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の７ペ

ージになります。 

議案第６０号美幌町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 



 

－ 6 － 

記以降につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の６ペー

ジをお開き願います。 

資料３、議案第６０号関係。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例制定について。 

改正目的でございますが、令和４年度の

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

に準じまして、職員等の給料、期末及び勤

勉手当の改正を行おうとするものでありま

す。 

改正内容でありますが、まず１点目とし

て、美幌町職員の給与に関する条例の改正

になります。 

一般職の給料につきまして、若年層に重

点を置きながら給料表の水準を引上げいた

します。 

具体的には、２０代半ばに重点を置き、

３０代半ばまでの職員を対象に給料月額を

改定するもので、平均改定率は０.３％とな

ります。 

また、一般職の期末手当及び勤勉手当の

年間支給割合を４.３月分から４.４月分へ

０．１月分を引上げ、引上げ分は勤勉手当

の支給月数へ反映いたします。 

令和４年度は、６月の勤勉手当を支給済

みですので、１２月の勤勉手当を０.１月分

引上げ、令和５年度以降は、６月及び１２

月の勤勉手当をそれぞれ０.０５月分引上げ

いたします。 

中段から下の再任用職員の期末手当及び

勤勉手当につきましては、年間支給割合を

２.２５月分から２.３月分へ０.０５月分を

引上げ、引上げ分は勤勉手当の支給月数へ

反映いたします。 

６月の勤勉手当が支給済みでありますの

で、１２月の勤勉手当を０.０５月分引上

げ、令和５年度以降は、６月及び１２月の

勤勉手当をそれぞれ０.０２５月分引上げい

たします。 

次に、参考資料の７ページになります。 

２点目といたしまして、美幌町一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の改正になります。 

任期付職員の給料につきまして、国家公

務員の給与改定に準じて、給料表の水準を

引上げいたします。 

また、期末手当の年間支給割合を３．２

５月分から３.３月分へ０.０５月分を引上

げいたします。 

令和４年度は、６月の期末手当を支給済

みですので、１２月の期末手当を０.０５月

分引上げ、令和５年度以降は、６月及び１

２月の期末手当をそれぞれ０.０２５月分引

上げいたします。 

最後に３点目として、美幌町会計年度任

用職員の給与等に関する条例の改正になり

ます。 

会計年度任用職員の給料について、国家

公務員の給与改定に準じて、給料表の水準

を引き上げるもので、適用日は令和５年４

月１日となります。 

施行日はそれぞれ参考資料に記載のとお

りであります。 

なお、参考資料の８ページ及び９ページ

に給与勧告の骨子を、１０ページ以降に条

例の新旧対照表をそれぞれ掲載しておりま

すので、御参照いただければと思います。 

以上、議案第６０号につきまして御説明

を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 給与勧告の骨子

に、初任給について、一般職は大卒が３,０

００円、高卒が４,０００円引き上げと書い

てありますが、大卒、高卒それぞれについ

て、引上げ後の金額は具体的に幾らになる

のか、分かればお教えください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 大変申し訳ご

ざいません。 

きちんと答弁できる資料が手元にござい
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ませんので、後ほどお答えさせていただき

たいと思います。 

申し訳ございません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６０号美幌町職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第６１号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

６１号令和４年度美幌町一般会計補正予算

（第１０号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２１

ページになります。 

議案第６１号令和４年度美幌町一般会計

補正予算（第１０号）につきまして御説明

を申し上げます。 

令和４年度美幌町の一般会計補正予算

（第１０号）は、次に定めるところによ

る。 

今回の補正は、地方創生臨時交付金を活

用して、農業生産資材の価格高騰対策に関

わる支援金を計上するほか、人事院勧告に

基づく給与改定に係る人件費の整理などを

行おうとするものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５,０９３万５,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１２６億８,４９７万１,０００円とす

る。 

第２項につきましては事項別明細書によ

り御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の３０ページ、３１ページをお開き願いま

す。 

３、歳出になります。 

１款議会費、１項１目の議会費、１、議

会運営事務費の増、１９万８,０００円は、

期末手当の支給割合の引上げに伴う増額に

なります。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目の社

会福祉総務費、３、国民健康保険特別会計

負担事業費の減、１８７万９,０００円の減

額とその下の３目高齢者福祉費、７、後期

高齢者医療特別会計負担事業費の減、９７

万３,０００円の減額、その下の８、介護保

険特別会計負担事業費の増、３０万２,００

０円につきましては、給与改定及び会計間

異動に伴う人件費の補正による特別会計繰

出金の予算整理になります。 

次に、４款衛生費、１項保健衛生費、１

目の保健衛生総務費、３、他会計負担事業

費の減、３１万８,０００円の減額につきま

しても、人件費の補正による特別会計繰出

金の予算整理になります。 

下段の６款農林水産業費、１項農業費、

４目農業振興費、１、農業振興事業費の

増、補助金、肥料価格高騰対策支援金４,０

００万円につきましては、世界的な穀物需

要の増加やエネルギー価格の上昇、ウクラ

イナ情勢の影響により肥料価格の高騰が見

られることから、農業生産コストの一部を

支援するための予算措置になります。 

国におきましては、肥料価格の高騰が農

業経営に及ぼす影響を緩和するため、価格

上昇分の７割を支援する制度が創設され、

北海道におきましても、化学肥料の購入費

を助成し、価格上昇分の０.５割相当を支援

する事業が実施されようとしています。 

しかしながら、営農に必要不可欠な肥料
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価格の高騰が農業経営に与える影響は大き

く、さらなる支援策が必要な状況にありま

すので、国と北海道が実施する価格上昇分

の支援措置に町が０.５割を上乗せし、支援

金を支給することにより、価格上昇分の８

割相当を支援いたしたいと考えてございま

す。 

対象となる農家戸数は３４０戸を見込ん

でおり、所要額として今回４,０００万円を

予算措置いたします。 

次に、３２、３３ページになります。 

上段の５目畜産業費、１、畜産振興事業

費の増、補助金、酪農・畜産経営安定対策

支援金１,９７２万円は、配合飼料価格の高

騰が酪農・畜産経営に与える影響を緩和す

るため、経営体の飼養頭数に応じた支援策

を講じるための予算計上になります。 

国においては、経産牛１頭当たり７,２０

０円の支援金を支給するほか、配合飼料の

購入に対し、１トン当たり６,７５０円の助

成を行います。 

また、北海道におきましても、配合飼料

の購入に対し、１トン当たり６００円を助

成する事業が実施されようとしています。 

しかしながら、生乳生産の抑制や子牛価

格の暴落など、経営努力のみで対応できる

状況にはなく、さらなる支援策が必要な状

況にありますので、町として経営規模に応

じた支援金を支給するものであります。 

具体的には、経産牛、肉用牛繁殖雌牛、

肥育牛を使用する経営体に対して、１頭当

たり７,２００円の支援金を支給いたしま

す。 

なお、１経営体当たりの支援金は５００

万円を上限といたします。 

対象となる農家戸数は３６戸を見込んで

おりまして、所要額として１,９７２万円を

予算措置いたします。 

事業の実施に当たりましては、ＪＡびほ

ろと連携の上、早期に支援金を支給できる

よう準備を進めてまいりたいと存じます。 

次に、８款土木費、４項都市計画費、３

目公共下水道費、１、公共下水道繰出事業

費の増、７６万円は、給与改定及び会計間

異動に伴う人件費の補正による特別会計繰

出金の予算整理になります。 

次に、１２款職員給与費、１項１目の職

員給与費、１、職員給与支給事務費の減、

６８７万５,０００円の減額は、給与改定及

び会計間異動に伴う予算整理になります。 

なお、参考資料の３３ページ、資料５に

給与改定の所要額調書を添付しております

ので、御確認をいただければと思います。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、議案書の２８、２９ページにお戻りを

願います。 

２、歳入になります。 

１６款国庫支出金、２項国庫補助金、４

目の農林水産業費国庫補助金１,５１５万円

につきましては、歳出で御説明いたしまし

た肥料価格高騰対策、酪農・畜産経営安定

対策に係る事業の実施に当たりまして、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を充てるための予算計上になりま

す。 

なお、今回の補正により、美幌町へ配分

される地方創生臨時交付金の交付限度額の

全額を財源充当することになります。 

次に、２０款繰入金、１項基金繰入金、

１目の財政調整基金繰入金３,５７８万５,

０００円は、今回の補正予算の財源として

基金からの繰入れを行うものであります。 

なお、参考資料の３２ページ、資料４に

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので、後ほど御確認をいただければと思い

ます。 

以上、議案第６１号令和４年度美幌町一

般会計補正予算（第１０号）につきまして

御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） ３１ページの農業
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振興事業費の増と３３ページの畜産振興事

業費の増についてお聞きいたします。 

まず１点目、国は化学肥料低減計画書、

注文書、領収書、また、取組計画書、実施

報告書の提示を求めていますけれども、美

幌町としてはどのような補助金を対象にさ

れているのか、また、肥料に対しての実績

報告書は、ＪＡに任せるのではなく、町と

してどのように管理するのか。 

２点目として、畜産事業の１頭当たりの

補助金の申請は、どこの月を見た牛の頭数

で管理するのか、また、頭数管理であるな

らば、当然、牛の個体識別番号というもの

を管理しなければいけないと思うのです

が、この管理を美幌町としてどのようにし

ていくのか。 

この２点だけお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 肥料価格

高騰支援金の申請の際の添付資料の管理に

ついてお答えさせていただきます。 

今回の肥料価格高騰支援につきまして

は、国で制度設計されました算出方法に基

づき、国の支援金、価格上昇分の７割補填

に、町の支援金、０.５割を上乗せする形で

支援したいと考えております。 

国の支援金の申請受付は農協で行います

ので、その申請添付資料の写しをいただい

て町の支援金の受付を行うことで、生産者

の方が申請しやすいように行いたいと考え

ております。 

２点目の畜産関係、支援対象の牛の頭数

基準についてお答えさせていただきます。 

毎年、北海道に報告しております飼養衛

生管理基準の定期報告に基づき、支援する

予定となっております。 

日付につきましては、今年の２月１日現

在の頭数による支援を予定しております。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） １頭当たりの牛の

関係ですが、２月の頭数と１０月、１１月

１日の頭数の違いというのは当然あると思

います。 

例えば、２月いっぱいで１００頭いまし

た、１０月で売却して８０頭いましたとす

ると、この２０頭分は当然、２月分の金額

というか、頭数で全部支払うという考えで

いいのですか。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 議員おっ

しゃるとおり、２月１日時点の頭数で支援

したいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 同じく、３１ペ

ージの肥料価格高騰対策支援金４,０００万

円と、３３ページの１番上、酪農・畜産経

営安定対策支援金１,９７２万円について伺

います。 

今回の支援金については、高騰対策とい

うことは理解しました。 

考え方なのですけれども、その基準が、

例えば、今現在における年内分の高騰に対

する支援金なのか。 

そうであれば、今日の道新にもありまし

たけれども、特に飼料関係については、価

格高騰で相当大変な農家が出ている中で、

このことについても、年内の対応策として

こういう対応なのか。 

そうでなければ、来年以降の考え方がど

うなのかということと、あわせて２点お伺

いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、この高騰の状況が始

まってから、商工業ですとか、事業支援を

行ってきております。 

皆様に御説明してきた中では、農業者に

対しては、国の制度設計が固まった段階
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で、それに合わせて町も支援していきたい

という考えを持っておりました。 

今回は、国の制度設計が固まったという

ことで、この支援策を提案させていただい

ております。 

今後につきまして、状況によって当然、

国等も何かしらの支援を継続していくの

か、国、道の状況を見極めながら、町とし

ても支援していきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今後については

理解いたしました。 

考え方なのですけれど、今回の支援策と

いうのは、あくまでも年内における支援策

という捉え方でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 今回、肥料と

飼料の部分がありますけれども、肥料の部

分につきましては、美幌町といたしまして

国費の制度設計に準じてやる考えでおりま

す。 

国の積算内容につきましては、当年肥料

費に対して価格高騰率、それと使用料の低

減率を加味した中の７割という考えでおり

ます。そういった意味で、肥料に関しまし

ては、今現在の当年度の肥料費を見込んで

積算しているという考え方になりますの

で、町としましてもそれに準じた考えでご

ざいます。 

配合飼料につきましても、国等の考え方

に準じてやっておりますので、今現在の高

騰分に対してという考え方でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） ただいま

部長から説明がございましたけれども、肥

料につきましては、来年度使用する部分に

対しましての支援となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） すみません、再

度確認なのですけれど、今、馬場議員が質

問しました農林畜産事業費の４,０００万

円。 

これについては、令和４年でなくて、令

和５年３月３１日までの段階で入金作業が

終わるということだと思うのです。 

それと、餌は、令和４年１２月３１日ま

での資金決済に間に合うように入金すると

いうことでよろしいのですよね。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 飼料、餌につ

きましては、当然、厳しい状況を鑑みまし

て、可能な限り早く支援をしたいというこ

とで、年内の支給を考えております。 

肥料につきましては、来年の３月ぐらい

をめどに支給を考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 今回、肥料と

か、飼料の補助を出すということなのです

けれど、これは異議を唱えるものでは全然

ありませんが、世界情勢とか、そういうこ

とを考えれば、短期に解決するとはあまり

考えておりません。 

十勝のほうでは、国産のデントコーンを

増やして、価格が今まではすごく高かった

けれどもかえって安くなって、皆さんに買

ってもらい、非常に需要があるということ

が報道されていました。 

やはり、今後、世界の食糧のことを考え

れば、美幌町の農地でこれが可能かどうか

は分かりませんけれども、牛の飼料とか、

肥料、例えば、緑肥とか、そういうことを

今後、長期的に考えて取り組まなければな

らないのかなと私は考えています。すぐ動

きがあるかどうか分かりませんけれども、

この辺の状況がありましたら、お聞かせい

ただきたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 飼料の餌

ですけれども、今後、自給飼料の拡大に向

けて、国の補助事業とかもございますの

で、そちらをお知らせしながら拡大してい

く方向で、側面的な支援を行いたいと考え

ております。 

肥料につきましても、有機農業は経費と

かがかさみますので、収量が落ちたりする

ことも考えますと難しい面もございます

が、普及していけるような側面支援を考え

ております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６１号令和４年度美幌

町一般会計補正予算（第１０号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第６２号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

６２号令和４年度美幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

３５ページになります。 

議案第６２号令和４年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）について

御説明を申し上げます。 

令和４年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１８７万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

６億３,１５４万５,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の４４、４５ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項１目一般管理費につき

ましては、給料、職員手当、共済費等につ

いて、給与改定に伴う増額と人事異動に伴

う職員の会計間異動を精査した結果、１８

７万９,０００円を減額するものでございま

す。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、４２、４３ページにお戻り願います。 

２、歳入。 

４款繰入金、１項１目一般会計繰入金１

８７万９,０００円の減額につきましては、

職員給与費等の人件費に係る一般会計から

の繰入れを減額するものでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６２号令和４年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 
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――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第６３号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

６３号令和４年度美幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

４７ページになります。 

議案第６３号令和４年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明を申し上げます。 

令和４年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ９７万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

５,３８２万３,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の５６、５７ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項１目一般管理費につき

ましては、給料、職員手当、共済費等につ

いて、給与改定に伴う増額と人事異動に伴

う職員の会計間異動を精査した結果、９７

万３,０００円を減額するものでございま

す。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、５４、５５ページをお開き願います。

（「説明省略」と発言する者あり） 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６３号令和４年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第６４号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

６４号令和４年度美幌町介護保険特別会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の５９ペ

ージになります。 

議案第６４号令和４年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

令和４年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３０万２,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億

５,２５２万２,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、６８、

６９ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項１目一般管理費につき

ましては、給与改定に伴う給料及びその他

手当の増額と人事異動に伴う職員の会計間
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異動の人件費増減を精査した結果、３０万

２,０００円を増額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、６６、６７ページをお開き願います。

（「説明省略」と発言する者あり） 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６４号令和４年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第６５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第６５号令和４年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 議案の７１ペ

ージをお開き願います。 

議案第６５号令和４年度美幌町公共下水

道特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

令和４年度美幌町の公共下水道特別会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

今回の補正につきましては、給与改定に

よる人件費の補正を行おうとするものであ

ります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ９４万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億

６,３３８万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８０、

８１ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款１項１目一般管理費９４万４,０００

円の増につきましては、職員の給与改定に

係るものであります。 

２款公債費につきましては、財源調整で

あります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、７８、７９ページをお開き願います。

（「説明省略」と発言する者あり） 

以上で、説明を終了させていただきま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６５号令和４年度美幌

町公共下水道特別会計補正予算（第２号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第６６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第６６号令和４年度美幌町個別排水処理特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 
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建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 議案の８３ペ

ージをお開き願います。 

議案第６６号令和４年度美幌町個別排水

処理特別会計補正予算（第１号）について

を御説明申し上げます。 

令和４年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、職員の給与

改定による公共下水道特別会計への人件費

相当分の負担金の補正を行おうとするもの

であります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１８万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,

９３８万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、９２、

９３ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款１項１目一般管理費、負担金１８万

４,０００円の増につきましては、個別排水

処理の事務を担当しております職員の給与

改定に伴うものであります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、９０、９１ページをお開き願います。

（「説明省略」と発言する者あり） 

以上で、説明を終了させていただきま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６６号令和４年度美幌

町個別排水処理特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第６７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第６７号令和４年度美幌町水道事業会計補

正予算（第１号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 議案の９５ペ

ージをお開き願います。 

議案第６７号令和４年度美幌町水道事業

会計補正予算（第１号）についてを御説明

申し上げます。 

総則。 

第１条、令和４年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、給与改定及

び人事異動による人件費の補正を行おうと

するものであります。 

収益的支出の補正、第２条と資本的支出

の補正、第３条につきましては、補正予算

実施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。 

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。 

第４条、予算第８条に定めた経費は、記

載の金額であります。 

次に、９６、９７ページをお開き願いま

す。 

補正予算実施計画書及び説明書。 

収益的支出であります。 

１款１項３目業務費、記載の金額は、職

員４名分の給与改定及び人事異動に伴う人

件費の減額であります。 

次に、９８、９９ページをお開き願いま
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す。 

資本的支出であります。 

１款１項１目浄水配水設備費、記載の金

額は、給与改定及び時間外手当の補正であ

ります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６７号令和４年度美幌

町水道事業会計補正予算（第１号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第６８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第６８号令和４年度美幌町病院事業会計補

正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書の１

０７ページになります。 

議案第６８号令和４年度美幌町病院事業

会計補正予算（第３号）について御説明を

申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員の給与

改定及び会計間の異動並びに年度途中の就

職、退職に伴う人件費の補正を行おうとす

るものであります。 

第１条、令和４年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条の収益的支出の補正につきまして

は、後ほど実施計画書及び説明書で御説明

を申し上げます。 

第３条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の人件費の補正に伴い、職員給与

費の金額から８,０１５万５,０００円を減

額し、１１億１,９６０万５,０００円にし

ようとするものであります。 

次に、１０８、１０９ページを御覧くだ

さい。 

収益的支出の補正であります。 

医業費用の給与費の補正でありますが、

給料から法定福利費までは、令和４年度の

当初から現在まで採用することができなか

った医師及び看護師並びに医療技術職員に

係る人件費を減額するとともに、年度途中

の就職及び退職並びに会計間の異動による

執行見込みからそれぞれ補正を行うもので

あります。 

今回の補正のうち、増額となっているも

のにつきましては、総務課の事務職員を今

年度から１名増員していること、また、会

計年度任用職員（フル）につきましては、

就職及び退職による増減のほか、パートタ

イム雇用からフルタイム雇用への異動があ

ったことによるものであります。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６８号令和４年度美幌

町病院事業会計補正予算（第３号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 
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したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

○議長（大原 昇君） 先ほど、議案第６

０号について、上杉議員から質疑がありま

した。そのことについて、答弁調整ができ

たということでありますので、答弁を許可

いたします。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 先ほど、議案

第６０号美幌町職員の給与に関する条例等

の一部改正につきまして、上杉議員から御

質疑をいただいてございますので、その内

容について御答弁させていただきます。 

今回の改定によりまして、初任給であり

ますけれども、一般行政職の高卒につきま

しては、現行１５万６００円が４,０００円

引上げとなりまして、１５万４,６００円に

改定いたします。 

また、２２歳、大卒でありますが、現行

の１８万２,２００円が３,０００円引上げ

となりまして、１８万５,２００円となりま

す。 

以上、御答弁させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和４年第１０回美幌町議会臨

時会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時 ３分 閉会   
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